
足立区止水板設置工事助成金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、浸水被害の防止又は軽減を図るため、足立区内の住宅、店舗、事務所、

水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１５条第１項第４号ロに規定する要配慮者利用施

設（以下「要配慮者利用施設」という。）等（以下「住宅等」という。）において止水板の設

置及びその他の関連工事（以下「止水板設置工事」という。）を行う者に対する助成金の交

付について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 （１） 止水板 建築物の浸水を防止することを目的としてその出入口等に設置するもの

で、次の要件に該当するものをいう。 

  ア 金属板等の浸水に耐えうる材質で、一定の浸水防止性能を有すること。 

  イ 取り外し又は移動が可能であること。 

  ウ 繰り返しの使用が可能であること。 

 （２） 関連工事 止水板の設置に伴い、浸水防止の効果を高めるために行う工事で、次

の工事に該当するものをいう。 

  ア 内外壁の防水工事 

  イ 土間コンクリート打設工事 

  ウ その他足立区長（以下「区長」という。）が必要と認める工事 

 （３） 管理組合 建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）に基づき、

建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために、建物の区分所有者で構成される

団体並びに団地内の土地、附属施設並びに建物の管理を行うために団地内の建物所有者

（区分所有権を有する者を含む。）により設立される団体をいう。 

（助成対象者） 

第３条 区長は、足立区内で止水板設置工事を行う住宅等を所有し、又は使用する次のいず

れかの者に対して、予算の範囲内で助成金を交付する。 

（１） 足立区に住民登録をしている個人 

（２） 足立区に本店又は支店の登記をしている法人 

（３） 管理組合 

（４） 民間の要配慮者利用施設の所有者及び管理者 

（５） 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成金の交付対象としない。 

 （１） 周辺地盤面より掘削して土地利用を行い、浸水被害を拡大させるおそれがある地

階を有する住宅等の所有者及び使用者。ただし、止水板設置工事を行う建築物が本要綱

の制定以前に建築確認済証の交付を受けた建築物である場合はこの限りでない。 

 （２） 止水板設置工事について、国、東京都又は足立区から本要綱に基づく助成以外の



助成を受ける者 

（３） 住民税を滞納している者 

（４） 住宅等の売買を目的として所有している住宅等に止水板設置工事を行う者 

（５） 第６条の規定による交付決定前に工事着手した者 

（助成額） 

第４条 助成額は、止水板設置工事の経費に２分の１を乗じた額とし、１つの住宅等につい

て５０万円を上限とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。 

２ 助成金の交付は、１つの住宅等につき１回を限度とする。 

（交付申請） 

第５条 この要綱による助成金を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、工事着手

前までに足立区止水板設置工事助成金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え

て、区長に提出しなければならない。 

（１） 設置箇所の案内図、位置図及び写真 

（２） 工事計画図及び止水板の規格が明示されている図面 

（３） 工事見積書の写し 

（４） 土地及び建物の登記事項証明書 

（５） 申請者が使用者である場合は、土地及び建物所有者の承諾書（様式第２号） 

 （６） 申請者が個人である場合にあっては住民票、法人である場合にあっては登記事項

証明書又はこれに準ずる書類（発行後３か月以内のものに限る。） 

 （７） 申請を行う前年度の住民税の納税証明書又は非課税証明書（発行後３か月以内の

ものに限る。） 

 （８） 管理組合の代表者が申請する場合は、工事の実施に関して議決したことを証する

書類 

（９） 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類 

２ 代理人が申請者に代わって申請するときは、前項に規定する書類のほか、委任状（様式

第３号）を添付するものとする。 

（交付決定） 

第６条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付

が適当と認められるときは足立区止水板設置工事助成金交付決定通知書（様式第４号）に

より、助成金の交付が不適当と認められるときは足立区止水板設置工事助成金不交付決定

通知書（様式第５号）により、申請者に通知するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による交付決定に当たり、必要があると認めるときは、条件を付す

ることができる。 

（申請内容の変更） 

第７条 申請者は、前条の助成金の交付決定後において、第５条の規定による申請の内容に

変更が生じた場合は、関係書類を添付し、足立区止水板設置工事助成金変更交付申請書（様

式第６号）を速やかに区長に提出しなければならない。 

（変更交付決定） 



第８条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の変更

交付が適当と認められるときは足立区止水板設置工事助成金変更交付決定通知書（様式第

７号）により、申請者に通知するものとする。 

（工事完了の報告） 

第９条 第６条第１項の規定により交付決定通知を受けた申請者は、この要綱に基づく止水

板設置工事が完了したときは、止水板設置工事完了届（様式第８号。以下「完了届」とい

う。）に次に掲げる書類を添えて、速やかに区長に提出しなければならない。 

（１） しゅん工図（平面図、立面図、設置図、構造図等） 

（２） 工事着工前及び完了後の写真 

（３） 止水板設置工事の領収書の写し 

（４） 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類 

（検査） 

第１０条 区長は、前条の規定により完了届の提出を受けたときは、速やかにその内容を審

査し、必要に応じて設置箇所を確認する。 

（額の確定及び通知） 

第１１条 区長は、前条に規定する検査の結果、交付決定の内容及びこれに付した条件に適

合すると認めたときは、助成金の額を確定し、足立区止水板設置工事助成金確定通知書（様

式第９号）により、申請者に通知するものとする。 

（助成金の請求及び交付） 

第１２条 前条の規定により通知を受けた者は、足立区止水板設置工事助成金請求書（様式

第１０号）により、区長に助成金の交付を請求することができる。 

２ 区長は、前項の規定により請求があったときは、請求内容を審査の上、申請者に助成金

を交付するものとする。 

（交付決定の取り消し） 

第１３条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 虚偽その他の不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。 

（２） 助成金を止水板設置工事以外の用途に使用したとき。 

（３） 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、足立区止水板設置工事助成金

交付決定取消通知書（様式第１１号）により、申請者に通知するものとする。 

（助成金の返還） 

第１４条 区長は、前条に規定する交付決定の取り消しを行った場合において、既に助成金

を交付しているときは、助成金の全部又は一部を期限を定めて返還を命ずることができる。 

付 則（４足都都発第５０２５号 令和５年３月３１日 区長決定） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

付 則（７足都都発第４９４２号 令和８年３月１２日 区長決定） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



様式第１号（第５条関係） 

年   月   日 

（提出先） 

足立区長 

（申請者） 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
 

住 所 
〒 

 

電話番号  

（法人は、その名称、事務所の所在地、代表者氏名） 

 

足立区止水板設置工事助成金交付申請書 

 

足立区止水板設置工事助成金交付要綱に基づく助成金の交付を受けたいので、関係書類を

添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

工 事 場 所 足立区 

止 水 板 の 
構造・形状等 

 

工 事 金 額 
( 予 定 額 ) 

円（税抜） 

工事予定期間      年  月  日 から      年  月  日 まで 

施 工 業 者 

業者名 
 

電話番号 
 

住 所 
 

添付書類 

１ 設置箇所の案内図、位置図、写真   ２ 工事計画図、止水板の規格を示す図面等 

３ 工事見積書の写し          ４ 土地及び建物の登記事項証明書 

５ 土地及び建物所有者の承諾書（申請者が使用者の場合、又は共有者がいる場合） 

６ 住民票、法人は登記事項証明書    ７ 納税証明書、非課税証明書 

８ 工事実施の議決を証する書類（申請者が管理組合の代表者の場合） 

  



様式第２号（第５条関係） 

年   月   日 

（提出先） 

足立区長 

 

 

承  諾  書 

 

 

私所有の下記（土地・建物）において、下記使用者が行う止水板の設置及びその設置に

伴う関連工事を施工することを承諾します。 

 

 

土地・建物 

所 有 者 

氏  名 
 

住  所 
 

 

 

記 

 

 

使 用 者 

氏  名  

住  所  

   

 
地  番  

 家屋番号 

（住居表示） 
 

 

以上 

 

  



様式第３号（第５条関係） 

年   月   日 

（提出先） 

足立区長 

（申請者） 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
 

住 所 
〒 

 

電話番号  

（法人は、その名称、事務所の所在地、代表者氏名） 

 

 

委  任  状 

 

 

私は下記の者を代理人と定め、足立区止水板設置工事助成金の交付申請に関

わる手続きの権限を委任します。 

 

 

記 

 

 

代理人 住  所  

 氏  名  

 電話番号  

 

以上 

  



様式第４号（第６条関係） 

文 書 番 号 

  年  月  日 

 

様 

足立区長 

           

 

 

足立区止水板設置工事助成金交付決定通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請があった足立区止水板設置工事助成金の交付について、

下記のとおり決定したので通知します 

 

記 

 

１ 受 付 番 号    －    

２ 工 事 場 所 足立区 

３ 交 付 決 定 額               円 

４ 交 付 条 件  

 

（１） 足立区止水板設置工事助成金交付要綱を遵守すること。 

（２） 上記要綱に違反したときは、この決定を取り消すことがある。また、助

成金交付後に取消しを決定した場合は、交付された助成金を返還するこ

と。 

（３） 助成金の交付を受けて設置した止水板等の不具合により、浸水被害等の

問題が発生した場合は、申請者と止水板設置工事を請け負った者でその解

決を図ること。 

（４） 申請者は、設置した止水板の適切な維持管理に努めること。 

５ そ の 他  

 

（１） 交付申請の内容に変更が生じた場合又は工事を中止する場合は、交付申

請の変更を行うこと 

（２） 止水板設置工事が完了したときは、工事完了届を提出すること。 

  

  



様式第５号（第６条関係） 

文 書 番 号 

  年  月  日 

 

様 

足立区長 

           

 

 

足立区止水板設置工事助成金不交付決定通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請があった足立区止水板設置工事助成金の交付について、

下記の理由により助成金の不交付を通知します 

 

 

記 

 

 

１ 工 事 場 所 足立区 

２ 不 交 付 理 由  

 

 

  

  



様式第６号（第７条関係） 

年   月   日 

（提出先） 

足立区長 

（申請者） 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
 

住 所 
〒 

 

電話番号  

（法人は、その名称、事務所の所在地、代表者氏名） 

 

足立区止水板設置工事助成金変更交付申請書 

 

    年  月  日付     第    号により交付決定を受けた足立区止

水板設置工事助成金交付要綱に基づく交付申請の内容を変更するため、関係書類を添え

て下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 受 付 番 号    －    

   

２ 変更の内容及び理由 

 

 

   

３ 工事金額の増減 

 当 初 予 定 額                    円（税抜） 

 変 更 後 の 額                    円（税抜） 

 増 減 額                    円（税抜） 

   

４ 関係書類 

 
（１） 変更後の工事計画図（平面図、構造図）、止水板の図面等の資料 

（２） 変更後の工事見積書 

  



様式第７号（第８条関係） 

文 書 番 号 

  年  月  日 

 

様 

足立区長 

           

 

 

足立区止水板設置工事助成金変更交付決定通知書 

 

 

    年  月  日付     第    号で交付決定した足立区止水板設置

工事助成金の交付について、下記のとおり変更決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 当 初交 付決 定額                円 

    

    

２ 変 更交 付決 定額                円 

    

    

３ 増 減 額                円 

 

  



様式第８号（第９条関係） 

年   月   日 

（提出先） 

足立区長 

（申請者） 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
 

住 所 
〒 

 

電話番号  

（法人は、その名称、事務所の所在地、代表者氏名） 

 

 

止水板設置工事完了届 

 

 

    年  月  日付     第    号により交付決定を受けた止水板設置

工事が完了したので、関係書類を添えて下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

受 付 番 号    －    

工 事 場 所 足立区 

工 事 金 額 円（税抜） 

工 事 期 間      年  月  日 から      年  月  日 まで 

施 工 業 者 

業者名              電話番号 

住 所 

関係書類 

１ しゅん工図（平面図、立面図、設置図、構造図等） 

２ 工事着工前と完成後の写真 

３ 止水板設置工事の領収書の写し 

   



様式第９号（第１１条関係） 

文 書 番 号 

  年  月  日 

 

様 

足立区長 

           

 

 

足立区止水板設置工事助成金確定通知書 

 

 

  年  月  日付     号で交付を決定した足立区止水板設置工事助成金に

ついて、下記のとおり助成金額を確定したので通知します 

 

 

 

記 

 

 

 

１ 受 付 番 号    －    

２ 工 事 場 所 足立区 

３ 交 付 確 定 額               円 

４ 交 付 予 定 額               円 

  

  



様式第１０号（第１２条関係） 

年   月   日 

（提出先） 

足立区長 

（申請者） 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
 

住 所 
〒 

 

電話番号  

（法人は、その名称、事務所の所在地、代表者氏名） 

 

足立区止水板設置工事助成金請求書 

 

    年  月  日付     第    号により助成金の確定通知を受けたので、

下記のとおり請求します。 

なお、助成金は、下記の口座に振り込んでください。 

記 

１ 請求金額 十万 万 千 百 十 一  

     ０ ０ ０ 円 

    

２ 振込先口座   

 

金 融 機 関  

銀  行 

信用金庫 

信用組合 

農  協 

 

本 店 

支 店 

出張所 

 

口 
 

座 

種 別 当 座   普 通   貯 蓄   その他 

 
口座番号  

 フ リ ガ ナ  

 
名 義 人 

 

※口座の名義人は、申請者と同一の方に限ります。 

※押印省略を希望される場合は、必ず下記の発行責任者・担当者の欄に必要事項をご記入

ください。 

〔発行責任者〕 

  役職:           氏名:          電話番号:         

〔事務担当者〕 

  所属:           氏名:          電話番号:          

（区職員使用欄） 

押印省略時のみ右欄に記入 

本人確認日 

 年   月   日 

確認者氏名 

 



 

 

様式第１１号（第１３条関係） 

文 書 番 号     

年  月  日     

 

様 

足立区長 

           

 

 

足立区止水板設置工事助成金交付決定取消通知書 

 

 

  年  月  日付   号により交付を決定した足立区止水板設置工事助成金 

について、交付決定の一部又は全部を取り消したので、下記のとおり通知します 

 

 

記 

 

 

１ 受 付 番 号    －    

２ 工 事 場 所 足立区 

３ 交 付 決 定 額               円 

４ 取消しの内容  

 

 

５ 取消しの理由  

 

 

 


